
富田林市要綱第６号 

 

富田林市保育所設置認可等要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例（平

成１２年大阪府条例第８号）第２条第２項の規定に基づき本市が処理することと

された事務を行うため、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」と

いう。）第３９条に規定する保育所を設置しようとする者（以下「設置者」とい

う。）に対し、その認可の申請及び各種届出の手続等について必要な事項を定め

るものとする。 

（設置認可申請） 

第２条 法第３５条第４項の規定による申請は、保育所設置認可申請書（様式第１

号）により市長に提出するものとする。 

（設置認可申請の要件） 

第３条 前条の認可申請は、次の各号に掲げる要件を満たした上で、市長に提出す

るものとする。 

（１） 大阪府児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２

４年大阪府条例第１０３号）及び「保育所の設置認可等について」（平成

１２年３月３０日児発第２９５号厚生省児童家庭局長通知）に掲げる要件

を満たしていること。 

（２） 夜間保育所を設置しようとするときは、前号の要件に加え、「夜間保育

所の設置認可等について」（平成１２年３月３０日児発第２９８号厚生省

児童家庭局長通知）及び「夜間保育所の設置認可等の取扱いについて」（平

成１２年３月３０日児保第１５号厚生省児童家庭局保育課長通知）に掲げ

る要件を満たしていること。 

（３） 不動産の貸与を受けて保育所を設置しようとするときは、前２号の要件

に加えて、「不動産の貸与を受けて保育所を設置する場合の要件緩和につ

いて」（平成１６年５月２４日雇児発第０５２４００２号・社援発第０５

２４００８号厚生労働省雇用均等・児童家庭・社会・援護局長連名通知）

に掲げる要件を満たしていること。 

（休廃止申請及び変更届出） 

第４条 法第３５条第１２項の規定による申請は、保育所（休止・廃止）申請書（様

式第２号）により市長に提出するものとする。 

２ 児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１１号。以下「規則」という。）

第３７条第５項の規定による届出は、保育所（名称・位置）変更届出書（様式第

３号）により変更のあった日から起算して１月以内に市長に提出するものとする。 

３ 規則第３７条第６項の規定による届出は、保育所（建物・設備・定員等）変更



届出書（様式第４号）、保育所施設長（経営の責任者）変更届出書（様式第５号）

によりあらかじめ市長に提出するものとする。 

４ 分園（「保育所分園の設置運営について」（平成１０年４月９日児発第３０２号

厚生省児童家庭局長通知）に定める分園をいう。）を設置する場合は、前項で定

める届出を行うものとする。 

 

附 則 

 この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２５年要綱第２８号） 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２７年要綱第１９号） 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年要綱第１９号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 


